
「 

」 

「 

」 

大和市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年９月２７日 

大和市長 古谷田  力   

 

大和市条例第１７号 

大和市下水道条例の一部を改正する条例 

大和市下水道条例（平成６年大和市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「が専属する」を「を選任している」に改める。 

 

表水泳場汚水の項中「１０６円」を「１３１円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

第７条の改正規定並びに附則第４項及び第５項の規定は、令和６年１０月１日から施

行する。 

（経過措置） 

別表第３一般汚水の項中「６７５円」を「８３３円」に、 

１１２円  

１２５円  

１３９円  

１５９円  

１８８円 を 

２０１円  

２１５円  

２４９円  

２６４円  

 

１３８円 

に改め、同表浴場汚水の項中「１４円」を「１７円」に改め、同 

１５４円 

１７１円 

１９６円 

２３２円 

２４８円 

２６５円 

３０７円 

３２６円 



２ 改正後の別表第３の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日

前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、施行日以後初めて行われる計量に基づき算出される使用料は、

施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。 

（大和市寄附条例の一部改正） 

４ 大和市寄附条例（平成１９年大和市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「平成１４年条例第２０号」を「平成１４年大和市条例第２０号」に

改める。 

第３条第２項中「昭和４３年条例第１１号」を「昭和４３年大和市条例第１１号」に

改め、「大和市病院事業会計」の次に「及び大和市下水道事業会計」を加える。 

（大和市水洗便所改造資金助成条例の一部改正） 

５ 大和市水洗便所改造資金助成条例（昭和４４年大和市条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条第３項中「、」の次に「納入通知書又は」を加える。 


